
上三川町
交通事故発生状況

今月の納期
納期限7月31日（水）

今月の休日納税相談

日時＝7月28日（日）
　　午前8時30分～正午

場所＝1階　税務課窓口
連絡先＝税務課 納税係

9121

犬・猫に関する相談は県動物愛護指導センターへ
☎028ー684ー5458

固定資産税……第２期
国民健康保険税　　　
…………………第１期
介護保険料……第１期
後期高齢者医療保険料
…………………第１期

☎ 56

4月 5月

件数 10件10件

負傷者数 13人14人

死者数 0人 2人

金
婚
式
を
迎
え
ら
れ
る
ご

夫
婦
の
皆
様
へ

元
気
ア
ッ
プ
栄
養
教
室
　

「
脳
卒
中
予
防
は
高
血
圧

を
予
防
す
る
こ
と
」

　
町
で
は
、
敬
老
会（
９
月
13

日
）に
お
い
て
結
婚
50
周
年
の

ご
夫
婦
に
記
念
品
を
贈
り
、お

祝
い
を
し
て
お
り
ま
す
。今
年

度
該
当
す
る
方
は
、次
の
と
お

り
印
鑑
持
参
の
う
え
届
け
出

て
く
だ
さ
い
。

　
な
お
、本
籍
地
が
町
外
の
方

は
戸
籍
謄
本
を
添
付
し
て
く

だ
さ
い
。届
出
書
は
、
健
康
福

祉
課
窓
口
に
あ
り
ま
す
。

▼
提
出
期
限
＝
７
月
31
日（
水
）

▼
提
出
先
＝
健
康
福
祉
課
高

齢
者
支
援
係

▼
該
当
者
＝
昭
和
44
年
１
月

１
日
〜
12
月
31
日
の
間
に
婚

姻
の
届
け
出
を
し
た
方

▼
そ
の
他
＝
敬
老
会
当
日
の

送
迎
バ
ス
運
行
は
な
く
な
り

ま
し
た
。

▼
問
い
合
わ
せ
先
＝

　
健
康
福
祉
課
　
高
齢
者
支
援
係

　
　
　 

９
１
０
２

　
脳
卒
中
の
卒
中
は「
突
然
起

こ
る
」
と
い
う
意
味
で
す
。突

然
症
状
が
現
れ
る
と
思
わ
れ

て
い
ま
す
が
、日
々
の
生
活
で

の
予
防
が
大
切
に
な
っ
て
き

ま
す
。

　
予
防
で
最
も
大
切
な
の
は
、

高
血
圧
を
防
ぐ
こ
と
で
す
。

　
血
圧
が
高
め
な
方
、食
事
の

塩
分
量
が
気
に
な
っ
て
い
る

方
、減
塩
料
理
を
勉
強
し
た
い

方
、ぜ
ひ
ご
参
加
く
だ
さ
い
。

▼
対
象
＝
上
三
川
町
民
の
方

（
お
お
む
ね
20
〜
74
歳
）

▼
日
程
＝
７
月
23
日（
火
）

▼
時
間
＝
午
前
９
時
30
分
〜

午
後
１
時
30
分

▼
場
所
＝
上
三
川
い
き
い
き

プ
ラ
ザ

▼
申
込
み
＝
７
月
16
日
（
火
）

ま
で
に
健
康
福
祉
課
へ
ご
連

絡
く
だ
さ
い
。

▼
費
用
＝
５
０
０
円

▼
持
ち
物
＝
エ
プ
ロ
ン
、三
角

巾（
バ
ン
ダ
ナ
）、
ス
リ
ッ
パ
、

７
月
は
「
愛
の
血
液
助
け

合
い
運
動
」
月
間
で
す

　
夏
場
は
、長
期
休
暇
な
ど
に

よ
り
学
校
や
企
業
、団
体
な
ど

か
ら
の
献
血
へ
の
協
力
が
得

ら
れ
に
く
い
時
期
で
す
。

　
ま
た
、少
子
高
齢
社
会
の
進

展
な
ど
に
よ
り
、こ
の
10
年
で

20
代
〜
30
代
の
献
血
者
数
が

減
少
傾
向
に
あ
り
、将
来
的
に

輸
血
用
血
液
の
確
保
が
難
し

く
な
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。

　
そ
こ
で
、７
月
１
日
か
ら
31

日
ま
で
の
１
か
月
間「
愛
の
血

液
助
け
合
い
運
動
」を
全
国
で

展
開
し
ま
す
。ぜ
ひ
多
く
の
方

に
献
血
へ
の
ご
協
力
を
お
願

い
し
ま
す
。

▼
問
い
合
わ
せ
先
＝

　
栃
木
県
保
健
福
祉
部
薬
務
課

　
　
０
２
８(

６
２
３)

３
１
１
９

☎ ☎
56

男
性
の
た
め
の
料
理
教
室

参
加
者
募
集

　
町
の
食
生
活
改
善
推
進
員

が
男
性
で
も
簡
単
に
作
れ
る

料
理
を
紹
介
し
ま
す
！
男
性

が
一
人
暮
ら
し
を
余
儀
な
く

さ
れ
た
と
き
に
、ま
ず
困
る
の

は
毎
日
の
食
事
で
す
。

　
外
食
や
弁
当
、
惣
菜
、
加
工

食
品
で
お
腹
を
満
た
す
こ
と

は
出
来
ま
す
が
、食
事
バ
ラ
ン

ス
の
乱
れ
は
肥
満
や
高
血
圧

症
、糖
尿
病
な
ど
の
生
活
習
慣

病
を
引
き
起
こ
し
ま
す
。

　
こ
の
機
会
に
男
性
同
士
楽

し
く
料
理
に
チ
ャ
レ
ン
ジ
し

て
み
ま
し
ょ
う
！

▼
対
象
＝
町
内
在
住
の
成
人

男
性

▼
日
時
＝
８
月
22
日
（
木
）
午

前
10
時
〜
午
後
１
時

▼
場
所
＝
上
三
川
い
き
い
き

プ
ラ
ザ

▼
参
加
費
＝
５
０
０
円

▼
持
ち
物
＝
エ
プ
ロ
ン
、三
角

巾（
バ
ン
ダ
ナ
）、
ス
リ
ッ
パ
、

タ
オ
ル

▼
申
込
み
＝
８
月
15
日
（
木
）

ま
で
に
健
康
福
祉
課
成
人
健

康
係
へ
ご
連
絡
下
さ
い
。

▼
定
員
＝
25
名

▼
主
催
＝
上
三
川
町
食
生
活

改
善
推
進
協
議
会

▼
問
い
合
わ
せ
先
＝

　
健
康
福
祉
課
　
成
人
健
康
係

　
　
　 

９
１
３
３

☎
56

タ
オ
ル

▼
定
員
＝
25
名

▼
問
い
合
わ
せ
先
＝

　
健
康
福
祉
課
　
成
人
健
康
係

　
　
　 

９
１
３
３

☎
56

児
童
手
当
現
況
届
の
提
出

は
お
済
み
で
す
か
？

　
児
童
手
当
を
引
き
続
き
受

給
す
る
た
め
に
は
、町
か
ら
送

付
さ
れ
た
「
現
況
届
」
の
提
出

が
必
要
で
す
。

　
こ
の
届
が
な
い
と
６
月
分

以
降
の
手
当
が
受
け
ら
れ
な

く
な
り
ま
す
の
で
、提
出
さ
れ

て
い
な
い
方
は
至
急
提
出
し

て
く
だ
さ
い
。

　
な
お
、現
況
届
が
お
手
元
に

な
い
方
は
、子
ど
も
家
庭
課
子

育
て
係
ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ

い
。

▼
問
い
合
わ
せ
先
＝

　
子
ど
も
家
庭
課
　
子
育
て
係

　
　
　 

９
１
３
０

☎
56

☎
☎
56

東
館
南
集
会
所

東
館
南
集
会
所

〒
３
２
９

－

０
６
１
１
　
上
三
川
町
大
字
上
三
川
１
２
２
３

－

１

８
５
０
６

☎
56

☎
56

「
夏
休
み
子
ど
も
ふ
れ
あ
い
教
室
」
を
開
催
し
ま
す
。

い
わ
さ
き

　
今
月
は
「
韓
紙
工
芸
」
で
す
。
韓
紙
で
ラ
ン
プ
を
作
り
ま
す
。
　

▼
期
日
＝
７
月
28
日(

日)

午
前
10
時
～
11
時
30
分

▼
場
所
＝
東
館
南
集
会
所

▼
講
師
＝
岩
崎
み
ど
り
先
生

▼
材
料
費
＝
５
０
０
円

▼
定
員
＝
10
人(

申
込
順)

▼
申
込
期
間
＝
７
月
５
日(

金)

～
７
月
18
日(

木)

▼
問
い
合
わ
せ
先
＝
生
涯
学
習
課
　
生
涯
学
習
係
　
　
　 

９
１
５
９

７
月
の
開
放
事
業

「
折
り
紙
教
室(

韓
紙
工
芸)

」

7 月～ 8 月の教室・講座の予定

教室名 ７月の開催日開催曜日・時間 対象・諸費用８月の開催日

　
町
内
の
小
学
生(

１
年
生
か
ら
６
年
生)

を
対
象
に
し
て
、
人
権
意
識
を
高
め
る
学
習
や
体
験
学

習
を
行
い
、
お
互
い
の
交
流
と
ふ
れ
あ
い
を
深
め
ま
す
。

▼
期
日
＝
７
月
25
日(

木)

、
30
日(

火)

、
８
月
１
日(

木)

、
７
日(

水)

　
以
上
の
４
日
間
　
午
前
９
時
30
分
～
11
時
30
分
頃

▼
場
所
＝
東
館
南
集
会
所

▼
内
容
＝
絵
手
紙
・
も
の
作
り(

森
の
夢
工
房)

・
子
ど
も
科
学
教
室
・
子
ど
も
人
権
教
室

▼
講
師
＝
町
内
在
住
の
指
導
者
、
ホ
ン
ダ
環
境
わ
ご
ん
、
上
三
川
高
校
理
科
教
員

町
人
権
教
育
担
当
教
員

▼
費
用
＝
５
０
０
円
程
度(

一
人
に
つ
き)

材
料
・
保
険
等

▼
定
員
＝
25
人(

申
込
順)

▼
申
込
期
限
＝
７
月
10
日(

水)

ま
で
　

▼
そ
の
他
＝
小
学
生
の
送
迎
は
保
護
者
が
行
う
。
原
則
と
し
て
４
日
間
参
加
で
き
る
こ
と
。

▼
問
い
合
わ
せ
先
＝
生
涯
学
習
課
　
生
涯
学
習
係
　
　
　 

９
１
５
９

成人・月 1,2 0 0 円

成人・月 1,５0 0 円

成人・なし

成人・月１,５００円

小学生　成人
月１,５００円

小学生～成人
なし

5 日 　12 日
19 日 　26 日

６日　２０日
２７日

２２日

８日　２２日
２９日

３ 日　１７日

１０日　２４日

1 日　8 日　15 日
22 日　29 日

    ９日　 １６日　
２３日

    ４日　 １８日　

   １１日 　１８日　
２５日

６日　２０日

１３日　 ２７日

第 1・２・３・４月曜
午前 10 時～ 12 時

第２・3・４火曜
午後７時～９時

第１・３木曜
午前９時３０分～１１時３０分

第２・3・４木曜
午後７時３０分～９時

第１・３土曜
午後２時～４時

第２・４土曜
午後６時３０分～８時３０分

8 月 30 日（金）
午前 10 時～１１時３０分

はつらつフィットネス
クラブ

歌謡教室

棒針教室

社交ダンス
教室

子ども書道教室

お囃子教室

第 3 回
共同学習会

○各教室の見学、入会は随時可能です。

▼問い合わせ先＝生涯学習課　生涯学習係　　　 ９１５９    
    

栃木県政出前講座
「とちぎの百様」

56☎
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空
き
家
等
の
適
正
管
理
の

お
ね
が
い

　
空
き
家
等
の
所
有
者
等（
相

続
人
を
含
む
。）は
、常
に
空
き

家
等
を
適
切
に
管
理
す
る
責

任
と
義
務
が
あ
り
ま
す
。

　
つ
き
ま
し
て
は
、地
域
住
民

の
迷
惑
に
な
ら
な
い
よ
う
に
、

定
期
的
に
空
き
家
等
の
修
繕

や
敷
地
内
の
除
草
、樹
木
の
伐

採
等
の
管
理
を
お
願
い
し
ま

す
。

▼
問
い
合
わ
せ
先
＝

　
建
築
課
　
住
宅
係

　
　
　 

９
１
４
５

☎
56

危
険
ブ
ロ
ッ
ク
塀
等
の
撤

去
を
！

　町では上三川町内への定住促進を図るた
め、住宅を取得した方に対して支援金を交
付しております。
　平成30年中に、しらさぎ地区及び天神町
に住宅を新築、建売住宅を購入した方、ま
たは町内全域で中古住宅を取得した方で、
今年初めて固定資産税の納付書が届いた方
が対象となります。
　その他、夫婦どちらかが40歳未満である
こと等、詳細な要件がございますので、申
請の際は町建築課へお問い合わせくださ
い。

▼問い合わせ先＝
　建築課　住宅係　　　９１４５

町
有
財
産
の
売
却
を
実
施

し
ま
す 

　
町
で
は
、不
要
に
な
っ
た
物

品
を
、ヤ
フ
ー
株
式
会
社
が
運

営
す
る
「Y

ahoo!
オ
ー
ク

シ
ョ
ン
」の
公
有
財
産
売
却
シ

ス
テ
ム
を
利
用
し
て
売
却
し

ま
す
。

▼
参
加
申
込
期
間
＝
７
月
17

日
（
水
）
午
後
１
時
〜
８
月
１

日（
木
）午
後
２
時
ま
で

▼
出
品
予
定
＝
消
防
車
・
公

用
車
等
　

　
詳
し
く
は
町
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
で
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

▼
問
い
合
わ
せ
先
＝

　
総
務
課
　
管
財
係

　
　
　 

９
１
１
４

☎
56

　
町
で
は
、利
用
計
画
の
な
い

土
地
を
、一
般
競
争
入
札
に
よ

り
売
り
払
い
い
た
し
ま
す
。

▼
申
込
期
間
＝
７
月
18
日

（
木
）〜
７
月
31
日（
水
）

▼
入
札
日
＝
８
月
８
日（
木
）

▼
入
札
場
所
＝
役
場
２
階
公

室▼
現
地
説
明
＝
７
月
17
日

（
水
）午
前
10
時
〜

▼
入
札
に
参
加
す
る
こ
と
が

で
き
る
方
＝ 

応
募
要
領
を
ご

覧
く
だ
さ
い
。

※

入
札
や
現
地
説
明
の
時
間

な
ど
、詳
し
く
は
応
募
要
領
を

ご
覧
く
だ
さ
い
。応
募
要
領

は
、
総
務
課
管
財
係
で
配
布
、

又
は
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
よ
り

ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。

▼
公
売
物
件
＝

物
件
番
号
１

　
最
低
入
札
価
格
＝
１
，７
０

０
千
円

　
所
在
地
＝
上
三
川
町
大
字

多
功
本
町
１
８
７
１
番
２

　
面
積
＝
６
８
．４
０
㎡

　
地
目
＝
宅
地

　
都
市
計
画
区
域
＝
市
街
化

区
域

　
用
途
＝
第
一
種
住
居
地
域

（
６
０
／
２
０
０
）

▼
問
い
合
わ
せ
先
＝

　
総
務
課
　
管
財
係

　
　
　 

９
１
１
４

56
☎ 町

有
地
を
公
売
し
ま
す
！

☎56

☎
56

町営住宅入居者募集

▼募集住宅＝

▼受付期間＝7月1日(月)～12日(金)
　(土日を除く)
※家賃は、入居者の年収等により決まります。
※入居には、家賃の3か月分の敷金が必要です。
※入居可能日は、翌月1日になります。

▼問い合わせ先＝建築課　住宅係
　　　　　　　　　　　９１４５56☎

愛宕
町営住宅

3DK（昭和49年築）

3DK(平成元年築)

3DK(平成5年築)

1戸

1戸

1戸

下町第二
町営住宅
下町第二
町営住宅

　
農
地
中
間
管
理
事
業
と
は
、

農
地
中
間
管
理
機
構（
公
益
財

団
法
人 

栃
木
県
農
業
振
興
公

社
）が
出
し
手
か
ら
農
地
を
借

受
け
、規
模
拡
大
や
農
地
の
集

積
を
進
め
た
い
担
い
手
に
貸

し
付
け
る
事
業
で
す
。

　
上
三
川
町
農
業
公
社
で
は
、

公
益
財
団
法
人
栃
木
県
農
業

振
興
公
社
か
ら
の
業
務
受
託

に
よ
り
、
農
地
の
貸
し
借
り

（
農
地
中
間
管
理
事
業
）
や
農

地
の
売
り
買
い（
農
地
中
間
管

理
機
構
の
特
例
事
業
）に
対
す

る
相
談
を
受
け
付
け
て
い
ま

す
の
で
お
気
軽
に
ご
相
談
く

だ
さ
い
。

▼
問
い
合
わ
せ
先
＝

　(

公
財)

上
三
川
町
農
業
公
社

　
　
　 

４
３
１
２

【犯罪被害相談日時】平日午前10時～午後４時　費用＝無料
連絡先：被害者支援センターとちぎ☎028ー643ー3940

元
気
い
っ
ぱ
い
!!
赤
ち
ゃ

ん
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
募
集

　
町
で
は
、
町
内
の
中
学
生
・

高
校
生
を
対
象
に
、命
の
大
切

さ
に
つ
い
て
学
ん
で
も
ら
う

機
会
と
し
て「
サ
マ
ー
ス
ク
ー

ル
」
を
実
施
し
ま
す
。そ
の
中

で
、「
赤
ち
ゃ
ん
ふ
れ
あ
い
体

験
」を
行
い
ま
す
。

　
学
生
が
赤
ち
ゃ
ん
と
ふ
れ

あ
う
こ
と
で
、育
児
の
楽
し
さ

や
大
変
さ
を
実
感
し
、命
の
大

切
さ
や
家
族
に
大
切
に
育
て

ら
れ
た
こ
と
を
知
る
機
会
に

つ
な
が
っ
て
い
ま
す
。赤
ち
ゃ

ん
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
に
ご
協
力

い
た
だ
け
る
方
を
募
集
し
ま

す
。

▼
日
時
＝
８
月
１
日
（
木
）
午

後
２
時
30
分
〜
３
時
15
分（
受

付
　
午
後
２
時
〜
２
時
20
分
）

▼
場
所
＝
上
三
川
い
き
い
き

プ
ラ
ザ
　
保
健
セ
ン
タ
ー

▼
募
集
対
象
＝
生
後
３
か
月

〜
10
か
月
く
ら
い
の
赤
ち
ゃ

ん
と
そ
の
お
母
さ
ん
・
お
父

さ
ん

▼
内
容
＝
小
グ
ル
ー
プ
に
わ

か
れ
、妊
娠
か
ら
子
育
て
に
つ

い
て
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
中
高

生
か
ら
の
質
問
に
答
え
る
か

た
ち
で
簡
単
に
お
話
い
た
だ

き
な
が
ら
、赤
ち
ゃ
ん
と
中
高

生
と
で
ふ
れ
あ
っ
て
い
た
だ

き
ま
す
。

▼
申
込
方
法
＝
直
接
お
電
話

で
子
ど
も
家
庭
課
母
子
健
康

係
ま
で
申
し
込
み
い
た
だ
く

か
、
申
込
用
紙
に
記
入
し
、
子

ど
も
家
庭
課
ま
た
は
子
育
て

支
援
セ
ン
タ
ー
に
提
出
し
て

く
だ
さ
い
。（
申
込
用
紙
は
、子

ど
も
家
庭
課
、子
育
て
支
援
セ

ン
タ
ー
に
置
い
て
あ
り
ま

す
。）

▼
申
し
込
み
締
切
＝
７
月
23

日（
火
）

▼
問
い
合
わ
せ
先
＝

　
子
ど
も
家
庭
課
　
母
子
健
康
係

　
　
　 

９
１
３
２

56

農
地
中
間
管
理
事
業
に
つ

い
て
〜
農
地
を
有
効
活
用

し
よ
う
〜

農地パトロールを実施します
　農業委員会では、荒廃した農地の利用促進を図るため、年1回農
地パトロールを行っています。今年度は８月末に実施する予定で
す。
　荒廃した農地を確認した場合には、所有者などへ今後の意向を
確認させていただきますので、調査票が届きましたら、早めにご
回答ください。
　また、後継者がいない、労働力が不足しているなど、農地の管
理に困っている場合には、農地が荒れてしまう前に地元の農業委
員、農地利用最適化推進委員又は農業公社へご相談ください。　
　農地を荒れた状態で放置しておくと、
場合によっては、固定資産税の評価額が
｢1.8｣倍になる課税強化の制度が始まっ
ていますので、ご注意ください。

▼問い合わせ先＝
　農業委員会事務局 　　  　  ９１６６
　(公財)上三川町農業公社 　  ４３１２

☎

56
☎

56☎
56☎

　
町
で
は
地
震
等
に
よ
る
ブ

ロ
ッ
ク
塀
等
の
倒
壊
・
転
倒

を
防
止
す
る
た
め
、対
象
地
域

を
定
め
て
、ブ
ロ
ッ
ク
塀
等
の

撤
去
費
の
補
助
を
行
っ
て
い

ま
す
。

補
助
を
受
け
る
場
合
、詳
細
な

要
件
等
が
あ
り
ま
す
の
で
、事

前
に
町
建
築
課
へ
ご
相
談
を

お
願
い
し
ま
す
。ま
た
、
補
助

金
の
申
請
前
に
撤
去
を
行
っ

た
場
合
は
補
助
の
対
象
と
な

り
ま
せ
ん
の
で
ご
注
意
く
だ

さ
い
。

▼
問
い
合
わ
せ
先
＝

　
建
築
課 

住
宅
係

　
　
　 

９
１
４
５

上三川町定住促進住宅
取得支援金のご案内

浄
化
槽
を
使
用
し
て
い
る

み
な
さ
ん
へ

浄
化
槽
の
定
期
点
検
を
受

け
ま
し
ょ
う

　
浄
化
槽
は
適
正
に
管
理
す

る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
で
す
が
、

正
し
く
使
わ
れ
な
い
と
悪
臭

が
発
生
し
た
り
、川
を
汚
し
た

り
し
て
近
所
や
下
流
の
住
民

に
迷
惑
を
か
け
る
恐
れ
が
あ

り
ま
す
。

　
そ
の
た
め
、浄
化
槽
の
所
有

者
（
管
理
者
）
は
浄
化
槽
法
に

基
づ
き
、
１
年
に
１
回
、
浄
化

槽
が
適
正
に
管
理
さ
れ
、正
し

く
機
能
し
て
い
る
か
確
認
す

る
た
め
に
、
定
期
検
査（
11
条

検
査
）を
受
け
る
こ
と
が
義
務

付
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
町
で
は
平
成
29
年
度
か
ら

法
定
検
査
の
理
解
普
及
と
受

検
率
の
向
上
を
図
る
た
め
、未

受
検
者
の
方
を
対
象
に
、受
検

案
内
を
順
次
送
付
し
て
お
り

ま
す
の
で
、未
受
検
の
方
に
つ

き
ま
し
て
は
、法
定
検
査
を
受

検
し
て
い
た
だ
き
ま
す
よ
う

よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま

す
。

　
ま
た
、現
在
使
用
し
て
い
る

浄
化
槽
の
所
有
者
が
変
更
に

な
っ
た
り
、使
用
を
廃
止
し
た

と
き
に
は
、そ
の
日
か
ら
30
日

以
内
に
、届
出
を
上
下
水
道
課

に
提
出
す
る
こ
と
に
な
っ
て

い
ま
す
。

　
浄
化
槽
が
設
置
さ
れ
た
家

７
月
は
受
益
者
負
担
金

(

分
担
金)

の
納
付
月
で
す

　
受
益
者
負
担
金
（
分
担
金
）

と
は
公
共
下
水
道
及
び
農
業

集
落
排
水
が
整
備
さ
れ
た
区

域
の
人
に
そ
の
建
設
費
の
一

部
を
負
担
し
て
い
た
だ
く
制

度
で
す
。

　
７
月
31
日（
口
座
振
替
日
は

７
月
22
日
）は
受
益
者
負
担
金

（
分
担
金
）第
一
期
分
、一
括
納

付
分
の
納
期
限
に
な
り
ま
す

の
で
、
納
期
ま
で
に
納
付（
口

座
残
高
の
確
認
）い
た
だ
き
ま

す
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。

　
な
お
、納
期
を
20
日
以
上
過

ぎ
ま
す
と
督
促
手
数
料
が
発

生
し
ま
す
の
で
、ご
注
意
く
だ

さ
い
。

▼
問
い
合
わ
せ
先
＝

　
上
下
水
道
課
　
下
水
道
業
務
係

　
　
　 

９
１
６
７

屋
の
売
買
に
よ
り
所
有
者
が

変
更
に
な
っ
た
り
、下
水
道
に

接
続
し
て
浄
化
槽
の
使
用
を

止
め
る
と
き
な
ど
、提
出
事
由

に
該
当
す
る
場
合
は
、忘
れ
ず

に
届
け
出
て
く
だ
さ
い
。

▼
問
い
合
わ
せ
先
＝

　
上
下
水
道
課
　
下
水
道
業
務
係

　
　
　 

９
１
６
７

☎
56

☎
56
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空
き
家
等
の
適
正
管
理
の

お
ね
が
い

　
空
き
家
等
の
所
有
者
等（
相

続
人
を
含
む
。）は
、常
に
空
き

家
等
を
適
切
に
管
理
す
る
責

任
と
義
務
が
あ
り
ま
す
。

　
つ
き
ま
し
て
は
、地
域
住
民

の
迷
惑
に
な
ら
な
い
よ
う
に
、

定
期
的
に
空
き
家
等
の
修
繕

や
敷
地
内
の
除
草
、樹
木
の
伐

採
等
の
管
理
を
お
願
い
し
ま

す
。

▼
問
い
合
わ
せ
先
＝

　
建
築
課
　
住
宅
係

　
　
　 

９
１
４
５

☎
56

危
険
ブ
ロ
ッ
ク
塀
等
の
撤

去
を
！

　町では上三川町内への定住促進を図るた
め、住宅を取得した方に対して支援金を交
付しております。
　平成30年中に、しらさぎ地区及び天神町
に住宅を新築、建売住宅を購入した方、ま
たは町内全域で中古住宅を取得した方で、
今年初めて固定資産税の納付書が届いた方
が対象となります。
　その他、夫婦どちらかが40歳未満である
こと等、詳細な要件がございますので、申
請の際は町建築課へお問い合わせくださ
い。

▼問い合わせ先＝
　建築課　住宅係　　　９１４５

町
有
財
産
の
売
却
を
実
施

し
ま
す 

　
町
で
は
、不
要
に
な
っ
た
物

品
を
、ヤ
フ
ー
株
式
会
社
が
運

営
す
る
「Y

ahoo!

オ
ー
ク

シ
ョ
ン
」の
公
有
財
産
売
却
シ

ス
テ
ム
を
利
用
し
て
売
却
し

ま
す
。

▼
参
加
申
込
期
間
＝
７
月
17

日
（
水
）
午
後
１
時
〜
８
月
１

日（
木
）午
後
２
時
ま
で

▼
出
品
予
定
＝
消
防
車
・
公

用
車
等
　

　
詳
し
く
は
町
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
で
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

▼
問
い
合
わ
せ
先
＝

　
総
務
課
　
管
財
係

　
　
　 

９
１
１
４

☎
56

　
町
で
は
、利
用
計
画
の
な
い

土
地
を
、一
般
競
争
入
札
に
よ

り
売
り
払
い
い
た
し
ま
す
。

▼
申
込
期
間
＝
７
月
18
日

（
木
）〜
７
月
31
日（
水
）

▼
入
札
日
＝
８
月
８
日（
木
）

▼
入
札
場
所
＝
役
場
２
階
公

室▼
現
地
説
明
＝
７
月
17
日

（
水
）午
前
10
時
〜

▼
入
札
に
参
加
す
る
こ
と
が

で
き
る
方
＝ 

応
募
要
領
を
ご

覧
く
だ
さ
い
。

※

入
札
や
現
地
説
明
の
時
間

な
ど
、詳
し
く
は
応
募
要
領
を

ご
覧
く
だ
さ
い
。応
募
要
領

は
、
総
務
課
管
財
係
で
配
布
、

又
は
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
よ
り

ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。

▼
公
売
物
件
＝

物
件
番
号
１

　
最
低
入
札
価
格
＝
１
，７
０

０
千
円

　
所
在
地
＝
上
三
川
町
大
字

多
功
本
町
１
８
７
１
番
２

　
面
積
＝
６
８
．４
０
㎡

　
地
目
＝
宅
地

　
都
市
計
画
区
域
＝
市
街
化

区
域

　
用
途
＝
第
一
種
住
居
地
域

（
６
０
／
２
０
０
）

▼
問
い
合
わ
せ
先
＝

　
総
務
課
　
管
財
係

　
　
　 

９
１
１
４

56
☎ 町

有
地
を
公
売
し
ま
す
！

☎56

☎
56

町営住宅入居者募集

▼募集住宅＝

▼受付期間＝7月1日(月)～12日(金)
　(土日を除く)
※家賃は、入居者の年収等により決まります。
※入居には、家賃の3か月分の敷金が必要です。
※入居可能日は、翌月1日になります。

▼問い合わせ先＝建築課　住宅係
　　　　　　　　　　　９１４５56☎

愛宕
町営住宅

3DK（昭和49年築）

3DK(平成元年築)

3DK(平成5年築)

1戸

1戸

1戸

下町第二
町営住宅
下町第二
町営住宅

　
農
地
中
間
管
理
事
業
と
は
、

農
地
中
間
管
理
機
構（
公
益
財

団
法
人 

栃
木
県
農
業
振
興
公

社
）が
出
し
手
か
ら
農
地
を
借

受
け
、規
模
拡
大
や
農
地
の
集

積
を
進
め
た
い
担
い
手
に
貸

し
付
け
る
事
業
で
す
。

　
上
三
川
町
農
業
公
社
で
は
、

公
益
財
団
法
人
栃
木
県
農
業

振
興
公
社
か
ら
の
業
務
受
託

に
よ
り
、
農
地
の
貸
し
借
り

（
農
地
中
間
管
理
事
業
）
や
農

地
の
売
り
買
い（
農
地
中
間
管

理
機
構
の
特
例
事
業
）に
対
す

る
相
談
を
受
け
付
け
て
い
ま

す
の
で
お
気
軽
に
ご
相
談
く

だ
さ
い
。

▼
問
い
合
わ
せ
先
＝

　(

公
財)

上
三
川
町
農
業
公
社

　
　
　 

４
３
１
２

【犯罪被害相談日時】平日午前10時～午後４時　費用＝無料
連絡先：被害者支援センターとちぎ☎028ー643ー3940

元
気
い
っ
ぱ
い
!!
赤
ち
ゃ

ん
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
募
集

　
町
で
は
、
町
内
の
中
学
生
・

高
校
生
を
対
象
に
、命
の
大
切

さ
に
つ
い
て
学
ん
で
も
ら
う

機
会
と
し
て「
サ
マ
ー
ス
ク
ー

ル
」
を
実
施
し
ま
す
。そ
の
中

で
、「
赤
ち
ゃ
ん
ふ
れ
あ
い
体

験
」を
行
い
ま
す
。

　
学
生
が
赤
ち
ゃ
ん
と
ふ
れ

あ
う
こ
と
で
、育
児
の
楽
し
さ

や
大
変
さ
を
実
感
し
、命
の
大

切
さ
や
家
族
に
大
切
に
育
て

ら
れ
た
こ
と
を
知
る
機
会
に

つ
な
が
っ
て
い
ま
す
。赤
ち
ゃ

ん
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
に
ご
協
力

い
た
だ
け
る
方
を
募
集
し
ま

す
。

▼
日
時
＝
８
月
１
日
（
木
）
午

後
２
時
30
分
〜
３
時
15
分（
受

付
　
午
後
２
時
〜
２
時
20
分
）

▼
場
所
＝
上
三
川
い
き
い
き

プ
ラ
ザ
　
保
健
セ
ン
タ
ー

▼
募
集
対
象
＝
生
後
３
か
月

〜
10
か
月
く
ら
い
の
赤
ち
ゃ

ん
と
そ
の
お
母
さ
ん
・
お
父

さ
ん

▼
内
容
＝
小
グ
ル
ー
プ
に
わ

か
れ
、妊
娠
か
ら
子
育
て
に
つ

い
て
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
中
高

生
か
ら
の
質
問
に
答
え
る
か

た
ち
で
簡
単
に
お
話
い
た
だ

き
な
が
ら
、赤
ち
ゃ
ん
と
中
高

生
と
で
ふ
れ
あ
っ
て
い
た
だ

き
ま
す
。

▼
申
込
方
法
＝
直
接
お
電
話

で
子
ど
も
家
庭
課
母
子
健
康

係
ま
で
申
し
込
み
い
た
だ
く

か
、
申
込
用
紙
に
記
入
し
、
子

ど
も
家
庭
課
ま
た
は
子
育
て

支
援
セ
ン
タ
ー
に
提
出
し
て

く
だ
さ
い
。（
申
込
用
紙
は
、子

ど
も
家
庭
課
、子
育
て
支
援
セ

ン
タ
ー
に
置
い
て
あ
り
ま

す
。）

▼
申
し
込
み
締
切
＝
７
月
23

日（
火
）

▼
問
い
合
わ
せ
先
＝

　
子
ど
も
家
庭
課
　
母
子
健
康
係

　
　
　 

９
１
３
２

56

農
地
中
間
管
理
事
業
に
つ

い
て
〜
農
地
を
有
効
活
用

し
よ
う
〜

農地パトロールを実施します
　農業委員会では、荒廃した農地の利用促進を図るため、年1回農
地パトロールを行っています。今年度は８月末に実施する予定で
す。
　荒廃した農地を確認した場合には、所有者などへ今後の意向を
確認させていただきますので、調査票が届きましたら、早めにご
回答ください。
　また、後継者がいない、労働力が不足しているなど、農地の管
理に困っている場合には、農地が荒れてしまう前に地元の農業委
員、農地利用最適化推進委員又は農業公社へご相談ください。　
　農地を荒れた状態で放置しておくと、
場合によっては、固定資産税の評価額が
｢1.8｣倍になる課税強化の制度が始まっ
ていますので、ご注意ください。

▼問い合わせ先＝
　農業委員会事務局 　　  　  ９１６６
　(公財)上三川町農業公社 　  ４３１２

☎

56
☎

56☎
56☎

　
町
で
は
地
震
等
に
よ
る
ブ

ロ
ッ
ク
塀
等
の
倒
壊
・
転
倒

を
防
止
す
る
た
め
、対
象
地
域

を
定
め
て
、ブ
ロ
ッ
ク
塀
等
の

撤
去
費
の
補
助
を
行
っ
て
い

ま
す
。

補
助
を
受
け
る
場
合
、詳
細
な

要
件
等
が
あ
り
ま
す
の
で
、事

前
に
町
建
築
課
へ
ご
相
談
を

お
願
い
し
ま
す
。ま
た
、
補
助

金
の
申
請
前
に
撤
去
を
行
っ

た
場
合
は
補
助
の
対
象
と
な

り
ま
せ
ん
の
で
ご
注
意
く
だ

さ
い
。

▼
問
い
合
わ
せ
先
＝

　
建
築
課 

住
宅
係

　
　
　 

９
１
４
５

上三川町定住促進住宅
取得支援金のご案内

浄
化
槽
を
使
用
し
て
い
る

み
な
さ
ん
へ

浄
化
槽
の
定
期
点
検
を
受

け
ま
し
ょ
う

　
浄
化
槽
は
適
正
に
管
理
す

る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
で
す
が
、

正
し
く
使
わ
れ
な
い
と
悪
臭

が
発
生
し
た
り
、川
を
汚
し
た

り
し
て
近
所
や
下
流
の
住
民

に
迷
惑
を
か
け
る
恐
れ
が
あ

り
ま
す
。

　
そ
の
た
め
、浄
化
槽
の
所
有

者
（
管
理
者
）
は
浄
化
槽
法
に

基
づ
き
、
１
年
に
１
回
、
浄
化

槽
が
適
正
に
管
理
さ
れ
、正
し

く
機
能
し
て
い
る
か
確
認
す

る
た
め
に
、
定
期
検
査（
11
条

検
査
）を
受
け
る
こ
と
が
義
務

付
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
町
で
は
平
成
29
年
度
か
ら

法
定
検
査
の
理
解
普
及
と
受

検
率
の
向
上
を
図
る
た
め
、未

受
検
者
の
方
を
対
象
に
、受
検

案
内
を
順
次
送
付
し
て
お
り

ま
す
の
で
、未
受
検
の
方
に
つ

き
ま
し
て
は
、法
定
検
査
を
受

検
し
て
い
た
だ
き
ま
す
よ
う

よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま

す
。

　
ま
た
、現
在
使
用
し
て
い
る

浄
化
槽
の
所
有
者
が
変
更
に

な
っ
た
り
、使
用
を
廃
止
し
た

と
き
に
は
、そ
の
日
か
ら
30
日

以
内
に
、届
出
を
上
下
水
道
課

に
提
出
す
る
こ
と
に
な
っ
て

い
ま
す
。

　
浄
化
槽
が
設
置
さ
れ
た
家

７
月
は
受
益
者
負
担
金

(

分
担
金)

の
納
付
月
で
す

　
受
益
者
負
担
金
（
分
担
金
）

と
は
公
共
下
水
道
及
び
農
業

集
落
排
水
が
整
備
さ
れ
た
区

域
の
人
に
そ
の
建
設
費
の
一

部
を
負
担
し
て
い
た
だ
く
制

度
で
す
。

　
７
月
31
日（
口
座
振
替
日
は

７
月
22
日
）は
受
益
者
負
担
金

（
分
担
金
）第
一
期
分
、一
括
納

付
分
の
納
期
限
に
な
り
ま
す

の
で
、
納
期
ま
で
に
納
付（
口

座
残
高
の
確
認
）い
た
だ
き
ま

す
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。

　
な
お
、納
期
を
20
日
以
上
過

ぎ
ま
す
と
督
促
手
数
料
が
発

生
し
ま
す
の
で
、ご
注
意
く
だ

さ
い
。

▼
問
い
合
わ
せ
先
＝

　
上
下
水
道
課
　
下
水
道
業
務
係

　
　
　 

９
１
６
７

屋
の
売
買
に
よ
り
所
有
者
が

変
更
に
な
っ
た
り
、下
水
道
に

接
続
し
て
浄
化
槽
の
使
用
を

止
め
る
と
き
な
ど
、提
出
事
由

に
該
当
す
る
場
合
は
、忘
れ
ず

に
届
け
出
て
く
だ
さ
い
。

▼
問
い
合
わ
せ
先
＝

　
上
下
水
道
課
　
下
水
道
業
務
係

　
　
　 

９
１
６
７

☎
56

☎
56
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▼
試
験
の
種
類
＝

　
甲
種（
特
類
・
第
１
類
〜
第

５
類
）

　
乙
種（
第
１
類
〜
第
７
類
）

▼
受
付
期
間
＝

　
前
期
　
令
和
元
年
７
月
８

日
（
月
）
〜
令
和
元
年
７
月
19

日（
金
）

　
後
期
　
令
和
元
年
11
月
18

日
（
月
）
〜
令
和
元
年
11
月
29

日（
金
）

▼
問
い
合
わ
せ
先
＝

　(

一
財)

消
防
試
験
セ
ン
タ
ー 

  

栃
木
県
支
部

　
　
０
２
８(

６
２
４)

１
０
２
２

動
物
愛
護
ふ
れ
あ
い
サ
マ

ー
ス
ク
ー
ル
２
０
１
９

屋
外
広
告
物
講
習
会
案
内

危
険
物
取
扱
者
試
験
・
消

防
設
備
士
試
験
の
ご
案
内

☎☎

平
成
30
年
中
に
家
屋
を
新

築
等
に
よ
り
取
得
さ
れ
た

方
へ

　
危
険
物
取
扱
者
試
験
・
消

防
設
備
士
試
験
を
次
の
と
お

り
実
施
し
ま
す
。　

　
な
お
試
験
案
内
は
（
一
財
）

消
防
試
験
研
究
セ
ン
タ
ー
の

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
も
確
認
す

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

◎
危
険
物
取
扱
者
試
験

▼
試
験
日
＝

　
第
２
回
　
令
和
元
年
11
月

10
日（
日
）

　
第
３
回
　
令
和
２
年
２
月

23
日（
日
）

▼
試
験
会
場
＝

　
作
新
学
院
高
等
学
校
他

▼
試
験
の
種
類
＝

　
甲
種
、
乙
種（
第
１
類
〜
第

６
類
）、丙
種

▼
受
験
資
格
＝

　
危
険
物
取
扱
者
試
験
案
内

を
ご
参
照
く
だ
さ
い

▼
受
付
期
間
＝

　
第
２
回
　
令
和
元
年
９
月

９
日（
月
）〜
９
月
20
日（
金
）

　
第
３
回
　
令
和
２
年
１
月

６
日（
月
）〜
１
月
17
日（
金
）

◎
消
防
設
備
士
試
験

▼
試
験
日
＝

　
前
期
　
令
和
元
年
９
月
15

日（
日
）

　
後
期
　
令
和
２
年
２
月
２

日（
日
）

▼
試
験
会
場
＝

　
栃
木
県
立
宇
都
宮
工
業
高

等
学
校

　
今
月
は
、平
成
30
年
中
に
家

屋
を
新
築
、増
築
又
は
改
築
に

よ
り
取
得
さ
れ
た
方
に
対
し
、

不
動
産
取
得
税
が
課
税
さ
れ

ま
す
。

　
納
税
通
知
書
が
お
手
元
に

送
付
さ
れ
た
方
は
、
納
期
限

（
令
和
元
年
７
月
31
日
）
ま
で

に
、
最
寄
り
の
金
融
機
関
、
コ

ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
又
は

県
税
事
務
所
窓
口
に
て
納
税

し
て
く
だ
さ
い
。

　
ご
不
明
な
点
に
つ
き
ま
し

て
は
、宇
都
宮
県
税
事
務
所
に

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

▼
問
い
合
わ
せ
先
＝

　
宇
都
宮
県
税
事
務
所
　

　
不
動
産
取
得
税
課

　
　
０
２
８(

６
２
６)

３
０
１
４

▼
日
時
＝
８
月
30
日
（
金
）　

午
前
９
時
25
分
〜
午
後
５
時

ま
で（
午
前
９
時
か
ら
受
付
）

▼
場
所
＝
宇
都
宮
市
役
所
14

階
　
大
会
議
室

▼
申
込
期
間
＝
７
月
１
日

（
月
）〜
７
月
26
日（
金
）ま
で

（
土
・
日
・
祝
日
を
除
く
）

▼
問
い
合
わ
せ
先
＝

　
宇
都
宮
市
都
市
整
備
部
建
築

  

指
導
課

　
　
０
２
８(

６
３
２)

２
５
７
３

福
祉
・
保
育
の
お
仕
事
就

職
フ
ェ
ア
２
０
１
９
・
夏

▼
日
時
＝

　
福
祉
　
７
月
13
日（
土
）

午
前
10
時
30
分
〜
午
後
４
時

　
保
育
　
７
月
14
日（
日
）

午
前
10
時
30
分
〜
午
後
３
時

▼
場
所
＝
と
ち
ぎ
福
祉
プ
ラ
ザ

▼
対
象
＝
福
祉
・
保
育
職
を

希
望
す
る
方（
令
和
２
年
３
月

卒
業
予
定
の
学
生
を
含
む
。高

校
生
は
除
く
）

　
福
祉
・
保
育
職
に
興
味
関

心
の
あ
る
方

▼
内
容
＝

　（
１
）合
同
相
談
会（
就
職
に

関
す
る
担
当
者
と
の
個
別
相

談
）

　（
２
）
セ
ン
タ
ー
相
談
コ
ー

ナ
ー（
福
祉
・
保
育
の
仕
事
や

資
格
に
関
す
る
相
談
）

　〈
13
日
〉参
加
法
人
に
よ
る

１
分
間
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン

（
申
込
制
　
先
着
80
名
ま
で
）

▼
参
加
費
＝
無
料

　
詳
し
く
は
、お
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い
。

▼
問
い
合
わ
せ
先
＝

　
栃
木
県
社
会
福
祉
協
議
会

    

０
２
８(

６
４
３)

５
６
２
２

  
(

福
祉
人
材
・
研
修
セ
ン
タ
ー)

    

０
２
８(

３
０
７)

４
０
９
４

  
( 

と
ち
ぎ
保
育
士
・
保
育
所
支  

  

援
セ
ン
タ
ー)

☎☎

☎

・
長
岡
　
繁(

第
14
回)

　
　
　
　 

３
，
０
７
５
円

・
長
岡
　
繁(

第
15
回)

　
　
　
　 

７
，
７
０
０
円

皆
さ
ま
の
温
か
い
こ
こ
ろ

ざ
し
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ

い
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

上
三
川
町
社
会
福
祉
協
議
会

ま
ご
こ
ろ

～
善
意
銀
行
～

　
　(

敬
称
略)

（
令
和
元
年
６
月
３
日
現
在
）

下
水
道
排
水
設
備
工
事
責

任
技
術
者
試
験
の
お
知
ら

せ
▼
日
時
・
場
所
＝
10
月
29
日

（
火
）午
後
２
時
〜
４
時（
コ
ン

セ
ー
レ
）

▼
申
込
期
間
＝
８
月
１
日

（
木
）〜
８
月
30
日（
金
）

※

当
日
消
印
有
効

▼
申
込
書
類
の
配
布
場
所
＝

公
益
財
団
法
人
と
ち
ぎ
建
設

技
術
セ
ン
タ
ー
及
び
町
の
上

下
水
道
課
で
配
布
し
ま
す
。

▼
そ
の
他
＝
受
験
資
格
に
つ

い
て
は
、試
験
案
内
を
ご
覧
く

だ
さ
い
。

▼
問
い
合
わ
せ
＝

　
公
益
財
団
法
人
と
ち
ぎ
建
設

　
技
術
セ
ン
タ
ー

　
企
画
調
査
部
　
企
画
研
修
課

　  

０
２
８(

６
２
６)

３
１
８
７

精
神
保
健
福
祉
相
談
の
お

知
ら
せ

　
健
康
福
祉
セ
ン
タ
ー
で
は
、

こ
こ
ろ
の
相
談
を
希
望
す
る

方
や
そ
の
ご
家
族
な
ど
を
対

象
に
精
神
保
健
福
祉
相
談
を

次
の
と
お
り
行
い
ま
す
。

▼
日
程
＝
７
月
23
日（
火
）

▼
時
間
＝
午
後
１
時
30
分
〜

４
時（
完
全
予
約
制
）

　
予
約
時
間
に
つ
い
て
は
予

約
時
に
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

▼
場
所
＝
栃
木
県
庁
小
山
庁

舎
３
階
　
相
談
室（
県
南
健
康

福
祉
セ
ン
タ
ー
と
同
じ
敷
地

に
あ
り
ま
す
。）

▼
内
容
＝
精
神
科
医
師
に
よ

る
精
神
保
健
福
祉
に
関
す
る

相
談
指
導

▼
対
象
＝
精
神
科
医
師
に
よ

る
相
談
を
希
望
す
る
一
般
住

民
の
方
等

▼
問
い
合
わ
せ
先
＝

　
栃
木
県
県
南
健
康
福
祉
セ
ン    

　
タ
ー
　
健
康
支
援
課

　
　
０
２
８
５(

２
２)

６
１
９
２

下
水
道
排
水
設
備
工
事
責

任
技
術
者
試
験
講
習
会
及

び
模
擬
試
験
の
お
知
ら
せ

　
下
水
道
排
水
設
備
工
事
責

任
技
術
者
試
験
講
習
会
及
び

模
擬
試
験
を
実
施
し
ま
す
の

で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

▼
日
時
・
場
所
＝
９
月
26
日

（
木
）
午
前
10
時
〜
午
後
５
時

（
コ
ン
セ
ー
レ
）

▼
申
込
期
間
＝
８
月
１
日

（
木
）〜
８
月
30
日（
金
）

※

当
日
消
印
有
効

▼
申
込
書
類
の
配
布
場
所
＝

公
益
財
団
法
人
と
ち
ぎ
建
設

技
術
セ
ン
タ
ー
及
び
町
の
上

下
水
道
課
で
配
布
し
ま
す
。

▼
そ
の
他
＝
受
験
資
格
に
つ

い
て
は
、試
験
案
内
を
ご
覧
く

だ
さ
い
。

▼
問
い
合
わ
せ
先
＝

　
公
益
財
団
法
人
と
ち
ぎ
建
設

　
技
術
セ
ン
タ
ー

　
企
画
調
査
部
　
企
画
研
修
課

　
　 

０
２
８(

６
２
６)

３
１
８
７

下
水
道
排
水
設
備
工
事
責

任
技
術
者
更
新
講
習
会
の

お
知
ら
せ

▼
更
新
講
習
会
対
象
者
＝
現

在
こ
の
資
格
を
有
し
、有
効
期

限
が
令
和
２
（
２
０
２
０
）
年

３
月
31
日
ま
で
の
方
。

　
ま
た
は
、有
効
期
限
が
平
成

31
（
２
０
１
９
）
年
３
月
31
日

で
切
れ
、現
在
資
格
が
失
効
し

て
い
る
方
。

▼
日
時
・
場
所
＝
午
後
２
時

〜
４
時

第
１
回
　
10
月
８
日（
火
）

（
栃
木
市
岩
舟
文
化
会
館
）

第
２
回
　
10
月
11
日（
金
）

（
宇
都
宮
市
立
南
図
書
館
）

第
３
回
　
10
月
17
日（
木
）

（
那
須
野
が
原
ハ
ー
モ
ニ
ー

ホ
ー
ル
）

第
４
回
　
11
月
６
日（
水
）

（
佐
野
市
文
化
会
館
）

第
５
回
　
11
月
10
日（
日
）

（
コ
ン
セ
ー
レ
）

第
６
回
　
11
月
21
日（
木
）

（
宇
都
宮
市
文
化
会
館
）

▼
申
込
期
間
＝
７
月
１
日（
月
）

〜
７
月
31
日（
水
）

※

当
日
消
印
有
効

▼
更
新
講
習
会
案
内
＝
申
込

書
類
は
、公
益
財
団
法
人
と
ち

ぎ
建
設
技
術
セ
ン
タ
ー
か
ら

本
人
あ
て
に
６
月
下
旬
に
送

☎

☎

☎

☎

☎

　
子
犬
の
し
つ
け
や
シ
ャ
ン

プ
ー
な
ど
を
実
際
に
体
験
し

て
、「
動
物
愛
護
」
に
つ
い
て

も
っ
と
知
っ
て
み
ま
せ
ん
か
？

▼
日
時
＝
７
月
30
日（
火
）、８

月
１
日（
木
）、８
月
20
日（
火
）

午
後
１
時
〜
３
時
30
分

▼
場
所
＝
栃
木
県
動
物
愛
護

指
導
セ
ン
タ
ー
　
愛
護
館

▼
対
象
＝
県
内
の
小
学
校
４

年
生
か
ら
中
学
校
２
年
生
ま

で
の
生
徒
と
そ
の
ご
家
族
な

ど（
小
学
生
は
原
則
と
し
て
親

子
２
〜
３
名
１
組
で
お
申
し

込
み
く
だ
さ
い
）

▼
募
集
定
員
＝
各
回
12
組（
24

名
）程
度（
先
着
順
）

▼
申
込
期
間
＝
７
月
１
日
（
月
）

〜
７
月
５
日（
金
）

▼
申
込
方
法
＝
電
話
に
て
お

申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

▼
問
い
合
わ
せ
先
＝

　
栃
木
県
動
物
愛
護
指
導
セ
ン

　
タ
ー
普
及
指
導
課

　
　 

０
２
８(

６
８
４)

５
４
５
８

　

付
し
ま
し
た
。

▼
問
い
合
わ
せ
先
＝

　
公
益
財
団
法
人
と
ち
ぎ
建
設

　
技
術
セ
ン
タ
ー

　
企
画
調
査
部
　
企
画
研
修
課

　
　
０
２
８(

６
２
６)

３
１
８
７

広報かみのかわ　2019.7.1 32



▼
試
験
の
種
類
＝

　
甲
種（
特
類
・
第
１
類
〜
第

５
類
）

　
乙
種（
第
１
類
〜
第
７
類
）

▼
受
付
期
間
＝

　
前
期
　
令
和
元
年
７
月
８

日
（
月
）
〜
令
和
元
年
７
月
19

日（
金
）

　
後
期
　
令
和
元
年
11
月
18

日
（
月
）
〜
令
和
元
年
11
月
29

日（
金
）

▼
問
い
合
わ
せ
先
＝

　(

一
財)

消
防
試
験
セ
ン
タ
ー 

  

栃
木
県
支
部

　
　
０
２
８(

６
２
４)

１
０
２
２

動
物
愛
護
ふ
れ
あ
い
サ
マ

ー
ス
ク
ー
ル
２
０
１
９

屋
外
広
告
物
講
習
会
案
内

危
険
物
取
扱
者
試
験
・
消

防
設
備
士
試
験
の
ご
案
内

☎☎

平
成
30
年
中
に
家
屋
を
新

築
等
に
よ
り
取
得
さ
れ
た

方
へ

　
危
険
物
取
扱
者
試
験
・
消

防
設
備
士
試
験
を
次
の
と
お

り
実
施
し
ま
す
。　

　
な
お
試
験
案
内
は
（
一
財
）

消
防
試
験
研
究
セ
ン
タ
ー
の

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
も
確
認
す

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

◎
危
険
物
取
扱
者
試
験

▼
試
験
日
＝

　
第
２
回
　
令
和
元
年
11
月

10
日（
日
）

　
第
３
回
　
令
和
２
年
２
月

23
日（
日
）

▼
試
験
会
場
＝

　
作
新
学
院
高
等
学
校
他

▼
試
験
の
種
類
＝

　
甲
種
、
乙
種（
第
１
類
〜
第

６
類
）、丙
種

▼
受
験
資
格
＝

　
危
険
物
取
扱
者
試
験
案
内

を
ご
参
照
く
だ
さ
い

▼
受
付
期
間
＝

　
第
２
回
　
令
和
元
年
９
月

９
日（
月
）〜
９
月
20
日（
金
）

　
第
３
回
　
令
和
２
年
１
月

６
日（
月
）〜
１
月
17
日（
金
）

◎
消
防
設
備
士
試
験

▼
試
験
日
＝

　
前
期
　
令
和
元
年
９
月
15

日（
日
）

　
後
期
　
令
和
２
年
２
月
２

日（
日
）

▼
試
験
会
場
＝

　
栃
木
県
立
宇
都
宮
工
業
高

等
学
校

　
今
月
は
、平
成
30
年
中
に
家

屋
を
新
築
、増
築
又
は
改
築
に

よ
り
取
得
さ
れ
た
方
に
対
し
、

不
動
産
取
得
税
が
課
税
さ
れ

ま
す
。

　
納
税
通
知
書
が
お
手
元
に

送
付
さ
れ
た
方
は
、
納
期
限

（
令
和
元
年
７
月
31
日
）
ま
で

に
、
最
寄
り
の
金
融
機
関
、
コ

ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
又
は

県
税
事
務
所
窓
口
に
て
納
税

し
て
く
だ
さ
い
。

　
ご
不
明
な
点
に
つ
き
ま
し

て
は
、宇
都
宮
県
税
事
務
所
に

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

▼
問
い
合
わ
せ
先
＝

　
宇
都
宮
県
税
事
務
所
　

　
不
動
産
取
得
税
課

　
　
０
２
８(

６
２
６)

３
０
１
４

▼
日
時
＝
８
月
30
日
（
金
）　

午
前
９
時
25
分
〜
午
後
５
時

ま
で（
午
前
９
時
か
ら
受
付
）

▼
場
所
＝
宇
都
宮
市
役
所
14

階
　
大
会
議
室

▼
申
込
期
間
＝
７
月
１
日

（
月
）〜
７
月
26
日（
金
）ま
で

（
土
・
日
・
祝
日
を
除
く
）

▼
問
い
合
わ
せ
先
＝

　
宇
都
宮
市
都
市
整
備
部
建
築

  

指
導
課

　
　
０
２
８(

６
３
２)

２
５
７
３

福
祉
・
保
育
の
お
仕
事
就

職
フ
ェ
ア
２
０
１
９
・
夏

▼
日
時
＝

　
福
祉
　
７
月
13
日（
土
）

午
前
10
時
30
分
〜
午
後
４
時

　
保
育
　
７
月
14
日（
日
）

午
前
10
時
30
分
〜
午
後
３
時

▼
場
所
＝
と
ち
ぎ
福
祉
プ
ラ
ザ

▼
対
象
＝
福
祉
・
保
育
職
を

希
望
す
る
方（
令
和
２
年
３
月

卒
業
予
定
の
学
生
を
含
む
。高

校
生
は
除
く
）

　
福
祉
・
保
育
職
に
興
味
関

心
の
あ
る
方

▼
内
容
＝

　（
１
）合
同
相
談
会（
就
職
に

関
す
る
担
当
者
と
の
個
別
相

談
）

　（
２
）
セ
ン
タ
ー
相
談
コ
ー

ナ
ー（
福
祉
・
保
育
の
仕
事
や

資
格
に
関
す
る
相
談
）

　〈
13
日
〉参
加
法
人
に
よ
る

１
分
間
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン

（
申
込
制
　
先
着
80
名
ま
で
）

▼
参
加
費
＝
無
料

　
詳
し
く
は
、お
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い
。

▼
問
い
合
わ
せ
先
＝

　
栃
木
県
社
会
福
祉
協
議
会

    

０
２
８(

６
４
３)

５
６
２
２

  
(

福
祉
人
材
・
研
修
セ
ン
タ
ー)

    

０
２
８(

３
０
７)

４
０
９
４

  
( 

と
ち
ぎ
保
育
士
・
保
育
所
支  

  

援
セ
ン
タ
ー)

☎☎

☎

・
長
岡
　
繁(

第
14
回)

　
　
　
　 

３
，
０
７
５
円

・
長
岡
　
繁(

第
15
回)

　
　
　
　 

７
，
７
０
０
円

皆
さ
ま
の
温
か
い
こ
こ
ろ

ざ
し
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ

い
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

上
三
川
町
社
会
福
祉
協
議
会

ま
ご
こ
ろ

～
善
意
銀
行
～

　
　(

敬
称
略)

（
令
和
元
年
６
月
３
日
現
在
）

下
水
道
排
水
設
備
工
事
責

任
技
術
者
試
験
の
お
知
ら

せ
▼
日
時
・
場
所
＝
10
月
29
日

（
火
）午
後
２
時
〜
４
時（
コ
ン

セ
ー
レ
）

▼
申
込
期
間
＝
８
月
１
日

（
木
）〜
８
月
30
日（
金
）

※

当
日
消
印
有
効

▼
申
込
書
類
の
配
布
場
所
＝

公
益
財
団
法
人
と
ち
ぎ
建
設

技
術
セ
ン
タ
ー
及
び
町
の
上

下
水
道
課
で
配
布
し
ま
す
。

▼
そ
の
他
＝
受
験
資
格
に
つ

い
て
は
、試
験
案
内
を
ご
覧
く

だ
さ
い
。

▼
問
い
合
わ
せ
＝

　
公
益
財
団
法
人
と
ち
ぎ
建
設

　
技
術
セ
ン
タ
ー

　
企
画
調
査
部
　
企
画
研
修
課

　  

０
２
８(

６
２
６)

３
１
８
７

精
神
保
健
福
祉
相
談
の
お

知
ら
せ

　
健
康
福
祉
セ
ン
タ
ー
で
は
、

こ
こ
ろ
の
相
談
を
希
望
す
る

方
や
そ
の
ご
家
族
な
ど
を
対

象
に
精
神
保
健
福
祉
相
談
を

次
の
と
お
り
行
い
ま
す
。

▼
日
程
＝
７
月
23
日（
火
）

▼
時
間
＝
午
後
１
時
30
分
〜

４
時（
完
全
予
約
制
）

　
予
約
時
間
に
つ
い
て
は
予

約
時
に
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

▼
場
所
＝
栃
木
県
庁
小
山
庁

舎
３
階
　
相
談
室（
県
南
健
康

福
祉
セ
ン
タ
ー
と
同
じ
敷
地

に
あ
り
ま
す
。）

▼
内
容
＝
精
神
科
医
師
に
よ

る
精
神
保
健
福
祉
に
関
す
る

相
談
指
導

▼
対
象
＝
精
神
科
医
師
に
よ

る
相
談
を
希
望
す
る
一
般
住

民
の
方
等

▼
問
い
合
わ
せ
先
＝

　
栃
木
県
県
南
健
康
福
祉
セ
ン    

　
タ
ー
　
健
康
支
援
課

　
　
０
２
８
５(

２
２)

６
１
９
２

下
水
道
排
水
設
備
工
事
責

任
技
術
者
試
験
講
習
会
及

び
模
擬
試
験
の
お
知
ら
せ

　
下
水
道
排
水
設
備
工
事
責

任
技
術
者
試
験
講
習
会
及
び

模
擬
試
験
を
実
施
し
ま
す
の

で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

▼
日
時
・
場
所
＝
９
月
26
日

（
木
）
午
前
10
時
〜
午
後
５
時

（
コ
ン
セ
ー
レ
）

▼
申
込
期
間
＝
８
月
１
日

（
木
）〜
８
月
30
日（
金
）

※

当
日
消
印
有
効

▼
申
込
書
類
の
配
布
場
所
＝

公
益
財
団
法
人
と
ち
ぎ
建
設

技
術
セ
ン
タ
ー
及
び
町
の
上

下
水
道
課
で
配
布
し
ま
す
。

▼
そ
の
他
＝
受
験
資
格
に
つ

い
て
は
、試
験
案
内
を
ご
覧
く

だ
さ
い
。

▼
問
い
合
わ
せ
先
＝

　
公
益
財
団
法
人
と
ち
ぎ
建
設

　
技
術
セ
ン
タ
ー

　
企
画
調
査
部
　
企
画
研
修
課

　
　 

０
２
８(

６
２
６)

３
１
８
７

下
水
道
排
水
設
備
工
事
責

任
技
術
者
更
新
講
習
会
の

お
知
ら
せ

▼
更
新
講
習
会
対
象
者
＝
現

在
こ
の
資
格
を
有
し
、有
効
期

限
が
令
和
２
（
２
０
２
０
）
年

３
月
31
日
ま
で
の
方
。

　
ま
た
は
、有
効
期
限
が
平
成

31
（
２
０
１
９
）
年
３
月
31
日

で
切
れ
、現
在
資
格
が
失
効
し

て
い
る
方
。

▼
日
時
・
場
所
＝
午
後
２
時

〜
４
時

第
１
回
　
10
月
８
日（
火
）

（
栃
木
市
岩
舟
文
化
会
館
）

第
２
回
　
10
月
11
日（
金
）

（
宇
都
宮
市
立
南
図
書
館
）

第
３
回
　
10
月
17
日（
木
）

（
那
須
野
が
原
ハ
ー
モ
ニ
ー

ホ
ー
ル
）

第
４
回
　
11
月
６
日（
水
）

（
佐
野
市
文
化
会
館
）

第
５
回
　
11
月
10
日（
日
）

（
コ
ン
セ
ー
レ
）

第
６
回
　
11
月
21
日（
木
）

（
宇
都
宮
市
文
化
会
館
）

▼
申
込
期
間
＝
７
月
１
日（
月
）

〜
７
月
31
日（
水
）

※

当
日
消
印
有
効

▼
更
新
講
習
会
案
内
＝
申
込

書
類
は
、公
益
財
団
法
人
と
ち

ぎ
建
設
技
術
セ
ン
タ
ー
か
ら

本
人
あ
て
に
６
月
下
旬
に
送

☎

☎

☎

☎

☎

　
子
犬
の
し
つ
け
や
シ
ャ
ン

プ
ー
な
ど
を
実
際
に
体
験
し

て
、「
動
物
愛
護
」
に
つ
い
て

も
っ
と
知
っ
て
み
ま
せ
ん
か
？

▼
日
時
＝
７
月
30
日（
火
）、８

月
１
日（
木
）、８
月
20
日（
火
）

午
後
１
時
〜
３
時
30
分

▼
場
所
＝
栃
木
県
動
物
愛
護

指
導
セ
ン
タ
ー
　
愛
護
館

▼
対
象
＝
県
内
の
小
学
校
４

年
生
か
ら
中
学
校
２
年
生
ま

で
の
生
徒
と
そ
の
ご
家
族
な

ど（
小
学
生
は
原
則
と
し
て
親

子
２
〜
３
名
１
組
で
お
申
し

込
み
く
だ
さ
い
）

▼
募
集
定
員
＝
各
回
12
組（
24

名
）程
度（
先
着
順
）

▼
申
込
期
間
＝
７
月
１
日
（
月
）

〜
７
月
５
日（
金
）

▼
申
込
方
法
＝
電
話
に
て
お

申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

▼
問
い
合
わ
せ
先
＝

　
栃
木
県
動
物
愛
護
指
導
セ
ン

　
タ
ー
普
及
指
導
課

　
　 

０
２
８(

６
８
４)

５
４
５
８

　

付
し
ま
し
た
。

▼
問
い
合
わ
せ
先
＝

　
公
益
財
団
法
人
と
ち
ぎ
建
設

　
技
術
セ
ン
タ
ー

　
企
画
調
査
部
　
企
画
研
修
課

　
　
０
２
８(

６
２
６)

３
１
８
７
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認知症に関する相談は
上三川町地域包括支援センターへ 5513☎ 56

隣　保　相　談

法　律　相　談

FAX

心配ごと相談

こころの相談

開催日＝7月28日（日）

＝午前9時～午後0時20分
　（1人約１時間）

＝無料

＝カウンセラー

＝上三川いきいきプラザ
　共用相談室

＝相談の１週間前まで（土日祝日は除く）

8月23日（金）
相談時間

場所

相談員

申込期間（予約制）

費用
問い合わせ先＝
　健康福祉課　成人健康係

Webサイト
▼ＴＯＣＨＩＧＩe-books
URL:http://www.tochigi-
ebooks.jp/

▼マイ広報誌
URL:https://mykoho.jp/

アプリ
▼マチイロ
URL:http://machiiro.town/
lp/tochigi_kaminokawa

▶問い合わせ先＝
　企画課　情報広報係

　☎

「広報かみのかわ」はPCや
スマートフォン、タブレット
端末からもご覧になれます。

※通信費は、利用者の負担と
なります。

911756

☎ 913356

日時＝第２・第４水曜日

＝上三川いきいきプラザ
　共用相談室

午前9時～正午（祝日を除く）
場所

＝日常生活上に生じる心配
　ごと、困りごとなど

内容

問い合わせ先＝
　上三川町社会福祉協議会

☎ 316656

日時＝ 7月13日（土）
　午前10時～正午
＝東館南集会所

地域住民の生活上の相談、人権に
かかわる相談に応じます。

「眠れない」「人間関係に悩んで
いる」など、こころの悩みに関す
る相談に応じます。

場所

問い合わせ先＝
　健康福祉課　福祉人権係

☎ 912856

日時＝7月21日（日）

＝上三川いきいきプラザ
　共用相談室

午前10時～午後1時（1人20分）
場所

＝無料費用

＝栃木県弁護士会弁護士相談員

7月1日（月）～19日（金）
申込期間（先着9人・予約制）＝

問い合わせ先＝

健康福祉課　福祉人権係

☎ 912856 686856

【とちぎ救急医療電話相談】

【とちぎ子ども救急電話相談】

大人（15歳以上）の救急電話相談
♯7111 又は ☎028-623-3344　【毎日】午後6時～午後10時

お子さんが急な病気やけがで心配なとき…
♯8000 又は ☎028ー600ー0099

【月～土曜日】午後6時～翌朝8時

【日・祝日】午前8時～翌朝8時(24時間)

夜間休日急患診療所・休日急患歯科診療所
●受付は、原則終了時間の15分前までにお済ませださい。
●健康保険証や受給者証を忘れずにお持ちください。
●夜間休日急患診療所は内科医等が小児科の診療を担当することがありますので、
　事前に電話をしてから来院してください。

夜間休日急患診療所（☎0285-39-8880）

月～土曜日

休　日

内科・小児科

内科・小児科

診療時間（夜間）
午後7時～午後10時

午後6時～午後9時

診療時間（昼間）

午前10時～正午
午後1時～午後5時

診  療  科  目診  療  日

休　日
診　療　時　間診  療  日

午前10時～正午　　午後1時～午後4時

休日急患歯科診療所（☎0285-39-8881）

場所＝小山市神鳥谷2251－7（小山市健康医療介護総合支援センター内）※休日：日曜・祝日・振替休日・年末年始（12月31日～1月3日）

大学校

ハンバーガー店 小田林（西）

コンビニ
高校

ゴルフ場

県道33号

国道50号小山東

新
４
号

×進入禁止

新小山
市民病院

休日急患歯科診療所
夜間休日急患診療所

案内図 N

※縮尺は実際と異なります※縮尺は実際と異なります

小山市健康医療介護
総合支援センター

横倉北

催し物情報

第12回かみのかわ
サンフラワー祭り

　広い畑に咲き誇る100,000本のひまわりの花

と楽しいイベントの3日間

▼日時＝8月23日(金)～25日(日)　

▼イベント会場＝農村環境改善センター南側 

(ゲートボール場内)約3ha

▼イベント内容＝歌謡ショー、大道芸、他多数

▼問い合わせ先＝

　かみのかわサンフラワー祭り実行委員会　

　事務局(上三川町商工会内)　　　　 

　　　　２２０６

『広報かみのかわ』『町ホームページ』に広告を掲載しませんか

☎ 56

大みこし担ぎ手募集！

　かみのかわ町おこし夏祭りを今年も下記のと

おり実施致します。

▼日時＝7月20日(土)

　　　　午後2時30分～9時30分

▼大みこし渡御場所＝白鷺神社～下町交差点

　多数の担ぎ手大歓迎、法被は後日配布します。

▼問い合わせ先＝
　祭友会　村上　　 ０９０(１８１９)２６８９☎

▼日時＝7月27日(土)

　　　　【小雨決行・荒天の場合は7月28日】

▼場所＝上三川通り

　第1部　流し踊り・各種イベント

　第2部　納涼花火大会

　※花火の協賛金を募集しています。記念の花

　　火を打ち上げてみませんか？

～よさこいかみのかわ参加者募集～

　各種団体・会社・自治会・友だち同士・個人

など老若男女問わず大歓迎(15名以上の団体に

参加賞あり)。よさこいかみのかわ踊りのＤＶ

Ｄ等を貸出します。

よさこい踊り講習会

▼日時＝7月5日・12日・19日(金)

　　　　午後7時～9時

▼場所＝町商工会館

▼問い合わせ先＝
　夕顔サマーフェスティバルINかみのかわ
　実行委員会事務局(上三川町商工会内)
　　　　２２０６
　　　　
☎ 56

☎ 56

☎ 56

第8回ゆうがおそろばん
学年別競技大会

▼日時＝8月8日(木)　午後1時開始

▼場所＝上三川いきいきプラザ

▼申込締切＝7月19日(金)まで

▼問い合わせ先＝
　田村　  ０８０(５０９４)８８８１☎

第24回夕顔サマーフェスティバル
INかみのかわ

　町では、「広報かみのかわ」と「町ホームページ」に有料広告を掲載する事業を行っています。

　会社等のＰＲやイベントの宣伝などができますのでぜひご活用ください。

●掲載できる人は・・・企業又は個人事業者等

●掲載できない広告は・・・法令等に違反し、又は抵触するおそれのあるものなど

　詳しくは町ホームページをご覧ください。https://www.town.kaminokawa.lg.jp/

▼問い合わせ先＝企画課　情報広報係　　　９１１７
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